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定期健康診断に関する申し入れ 

 

 2021 年度第１回定期健康診断が、鳥飼地区、新大阪地区、京都地区において

実施される。 

 定期健康診断（一般定期健康診断）は、労働安全衛生規則第 44 条に基づき

実施される。労働安全衛生規則第 44 条は、事業者は業務に従事する労働者に

対して、１年以内ごとに１回、定期的に医師による健康診断を実施するとなっ

ており、関西新幹線サービックにおいても毎年５月に実施されている。 

 しかし、サービックにおける定期健康診断は自己の時間での受診となってい

る。労働安全衛生規則では労働時間とするとはなってはいないが、福利厚生等

の観点から定期健康診断を労働時間とすることを求める。厚生労働省において

も、「円滑な受診を考えれば、受診に要した時間の賃金を事業者が支払うこと

が望ましい」と事業者の努力義務を要請している。 

 また、定期健康診断の実施期間が、新大阪地区においてはわずか３日間と短

い設定になっている。最低でも鳥飼地区のように５日間は必要である。 

 よって、下記のとおり申し入れるので誠意ある対応をすること。 

 

記 

 

１．定期健康診断は自己の時間ではなく労働時間とすること。 

 

２．新大阪地区の実施期間を５日間とすること。 

 

以上 


